
 

藤沢市利用定員の設定における運用基準（案） 

 

 

１ 総則 

  このことについては、平成２７年度に施行された「子ども・子育て支援新

制度」の主旨の一つである保育等の質の向上や教育・保育施設の安定経営及

び公定価格給付のより適正な執行に資するため、「利用定員」の設定について

「運用基準」を定めるものです。 

 

２ 運用基準 

（１）利用定員は認可定員と同数とすることを基本とする。 

（２）ただし、開所から１～２年間については４歳児及び５歳児を中心に認可

定員を下回る入所児童数となることが多い「新たに開所する認可保育所」

について「認可定員を下回る利用定員設定」の対象施設とする。 

（３）開所１～２年経過後も、（４）の条件を満たす場合は、認可定員を下回る

利用定員設定の対象施設とする。 

（４）具体的には、毎年４月入所における２次審査後の入所児童数と認可定員

数に「２０名以上」の乖離があった場合、入所児童数に「１０名」を加え

た数の下１桁を切り上げた数を「利用定員」として設定する。 

（５）なお、認可定員を下回る利用定員を設定後、利用定員を上回る入所申込

み等があった場合には、必ず受け入れるとともに、速やかに入所児童数を

上回る利用定員設定の手続きを行うことを（４）にあたっての前提条件と

する。 

（６）利用定員設定の手続きについては、対象事業者からの申請により市が藤

沢市子ども・子育て会議へ事前ないし事後に報告するとともに、県との協

議を経て設定する。 

（７）現時点において、藤沢市における地域型保育事業は「２０名未満」の定

員設定であること、また平成３０年３月時点において開設済みの認可保育

所については、入所児童数と認可定員に「２０名以上」の乖離が生じてい

ないため、当面の間、この運用基準の対象外施設とする。 

 

３ 運用開始時期 

  平成３０年４月とする。 

 

以  上 

事務担当 子育て企画課・保育課 
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